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【特定建築物等の定期報告制度とは】

一定の要件を超える建築物（不特定多数の人々が利用する建物）は、火災や地震などの

災害や老朽化による外壁の落下等が起こると大きな被害が発生するおそれがあります。

このような事故を未然に防ぐための制度が定期報告制度であり、建築基準法では、安全上、

防火上又は衛生上特に重要である建築物、建築設備、防火設備及び昇降機や遊戯施設等につい

て、その所有者（又は管理者）は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて、

その結果を特定行政庁に報告するよう義務づけています。【建築基準法第12条】

・「建築物」の定期調査 ・「建築設備」の定期検査 ・「防火設備」の定期検査

●対象の建物(用途)

※政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす建築物


